
 

※防犯カメラ・センサーライトは設置住宅が自己所有の場合を除き、住宅所有者の同意が必要です。 

※裏面の「同意・誓約事項」についても確認の上、チェックをお願いします。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   申請日 
※購入者の情報を記載してください。  

フリガナ  

氏 名  

生年月日 （西暦）     年   月   日 

郵便番号 ４４４－ 

住 所 岡崎市 

電話番号  

メールアドレス  

購入したもの 
（数量を記載し

てください。） 

区分１ 区分２ 区分３ 

防犯 
カメラ 

センサ

ーライ

ト 

設置 
工事費 

ハンド

ルロッ

ク 

自動車

タイヤ

ロック 

位置情

報特定

装置 

自転車

ロック 
防犯 

ブザー 
防犯 
砂利 

         

防犯用具等購入費補助金申請 基本情報記載票 

職員記入欄 

撮影書類 
区分１（不備 □あり □なし） 区分２（不備 □あり □なし） 区分３（不備 □あり □なし） 
□ 領収書等 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用) 

□ 用具の写真 

□ 機能が分かる書類 

□ 設置後の写真 

□ 通帳等の写し 

□ 領収書等 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用)

□ 用具の写真 

□ 通帳等の写し 

□ 領収書等 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用)

□ 用具写真※1 

□ 機能が分かる書類※2 

□ 通帳等の写し 

※1 防犯砂利は梱包状態の写真が必要 

※2機能が分かる書類は「位置情報特定

装置」・「防犯ブザー」のみ必要 
 

不備内容 

区分１ 区分２ 区分３ 

□ 購入者情報不備 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用) 

□ 用具の写真不鮮明等 

□ 設置後の写真不鮮明等 

□ 機能不明 

□ その他（        ） 

□ 購入者情報不備 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用) 

□ 用具の写真不鮮明等 

□ その他（        ） 

□ 購入者情報不備 

(□ 宛名 □購入日 □製品名 □費用) 

□ 用具の写真不鮮明等 

□ 機能不明 

□ その他（         ） 

□ 振込先口座（□ 名義 □ 金融機関名 □ 支店名 □ 口座種別 □ 口座番号 □ その他（     ） 
 



同意・誓約事項 

1〔申請者について〕 

   - 私は、市の住民基本台帳に記載された住所に現に居住している 18 歳以上の個人です。 

   - 私は、岡崎市税の滞納はありません。 

   - 私は、暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密な関係を有する者ではありません。 

2〔防犯用具について〕 

   - 防犯用具は、犯罪の予防を目的として、自ら又は同一世帯の者が使用します。 

   - 防犯用具は、自らが購入したものです。 

  - 防犯用具は、新品（未使用品）です。 

  - 防犯用具は、リース及びレンタルではありません。 

- 防犯用具は、岡崎市防犯用具等購入費補助金交付要綱第 3 条に定める防犯用具の基準 

に合致するものです。 

   - 防犯カメラ及びセンサーライトは、自らが居住する住宅の敷地内に設置します。 

- 防犯カメラ及びセンサーライトを設置する家屋等の所有者が自らの所有でない場合 

は、その家屋等の所有者から設置の同意を得て申請をしております。 

- 防犯カメラの撮影範囲に道路等の公共空間が入る場合は、愛知県の「防犯カメラの設 

置及び運用に関するガイドライン」に従って、適切な運用に努めます。 

- 防犯用具の購入及び設置等に発生した損壊その他関係者との間で生じた問題につい 

て、一切の責任を負わないことについて了承します。 

3〔申請及び審査について〕 

- 本申請は岡崎市防犯用具等購入費補助金交付要綱第８条に基づき、申請をするもので 

す。 

- 申請内容を市職員が代行して、補助金申請専用システムに入力することを了承しま 

す。 

- 同一の世帯で過去に岡崎市防犯用具等購入費補助金の適用を受けた者はいません。 

   - 本申請に係る補助対象経費は、他の補助制度による補助金の交付を受けていません。 

   - 本補助金の交付事務に必要な内容に関し、市職員が住民基本台帳の閲覧及び市税の納

付状況を確認することを了承します。 

- 補助金の交付決定日から起算して 1 年間は、原則、防犯用具を補助金の交付目的に反 

して使用、譲渡、交換、貸付、売却、破棄等の処分をしません。 

- 申請内容の不備等により軽微な修正が必要な場合は、市職員が申請内容を修正するこ 

とについて了承します。 

   - 補助金申請が完了した場合であっても、補助金の交付の決定が決定したものではない

ことを了承します。 

  - 本補助金の交付決定日から 10 日後までに疑義を申し立てなければ、そのことをもって

補助金の交付請求に代えます。 

  - 本補助金受領後に上記の各項目の内容と相違が発生した場合は、交付された補助金全

額を市が指定する期日までに返還します。 

 - 上記の他、申請内容に虚偽、虚偽はありません。 

    以上について、同意、誓約し、補助金を申請します。 

 

□ 


